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(1) リニア駅周辺（座光寺・上郷）における地区計画について
(2) 国道153号沿道における特定用途制限地域について
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座光寺・上郷 地区計画エリア案

居住エリア

居住エリア

商工業エリア

調和エリア

居住エリア

注）赤色の道路計画線は、検討段階のものであり、変更となることがあります。
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座光寺地区 上郷地区

①地区計画の目標（案）

本地区は、地域東部を縦断し商工業が集積し

ている国道153号沿道とその東西に広がる良好

な住環境と田園が調和する区域です。

リニア中央新幹線の駅周辺では今後、土地利

用が大きく変化することが予想され、今ある環

境を守るとともに、リニア時代に相応しい都市と

豊かな自然との調和が求められています。

この地域の玄関口としてふさわしい適正な土

地利用と良好な景観の育成を推進し、住民が住

み続けたい、住んでみたい地域づくりに資する

よう、新たな地域コミュニティの構築、安全安心

での豊かさを感じられる環境づくりを目指します。

本地区は、国道153号及び都市計画道路

座光寺上郷線に接しており、リニア中央新

幹線長野県駅の周辺に位置しています。

今後、本地区においては様々な土地利用

の変化が想定されるため、地区計画により

沿道・沿線の商工業の発展と、住宅地の美

しい景観および良好な環境の保全を誘導・

推進し、それらが調和した住民誰もが心豊

かに暮らせる地区を目指します。

①地区計画の目標

３



座光寺地区 上郷地区

Ａ．商工業エリア Ｂ．調和エリア Ｃ．居住エリア Ｄ．商工業エリア Ｅ．沿線エリア Ｆ．居住エリア

②土地利用の方針、③地区施設の整備方針、④建築物等の整備方針
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②土地利用の方針（案）

③地区施設の整備方針（案）

④建築物等の整備方針（案）

国道153号、座
光寺上郷道路、
市道座光寺11号
線等の沿道及び
リニア沿線は、商
工業地域としての
活用が可能な地
域を目指す。

建物の高さを一
定に抑えつつ、危
険性が高い、また
は環境悪化のお
それが多い工場
の立地を制限しな
がら、商工業の発
展を図る。

美しい景観と良
好な環境を保全し、
農業と調和した住
宅地域を目指す。

一定規模以上
の商工業施設の
立地を制限し、住
宅の高さや規模
等を周囲と調和
のとれたものとす
ることで、既存住
宅地の景観と環
境の保全を図る。

地区外周道路に有効に接続する生活道路とそれを補完する
区画道路について、適切に配置していく。

良好な景観の
形成と地域経済
の振興に資する
沿道型の商工業
エリアの形成を目
指す。

既存住宅地や
隣接する住宅地
の住環境に配慮
した土地利用を
目指す。

低層住宅を中心
とした良好な住環
境を保全し、田園
と調和した住宅地
を目指す。

建物の高さを一
定に抑えつつ、危
険性が高い、また
は著しく環境悪化
のおそれが多い
工場の立地を制
限しながら、商工
業施設の誘導を
図る。

危険性や環境
悪化のおそれが
ある工場の立地
を制限し、商業施
設の規模を周囲
と調和のとれたも
のとすることで、
既存住宅地との
調和を図る。

主に低層住宅地
として、住宅の高
さや規模等を周
囲と調和のとれた
ものとするととも
に、敷地の細分化
による環境の悪
化を防止する。

地区外周道路に有効に接続する生活道路とそれを補完する
区画道路について、適切に配置していく。

危険性や環境
悪化のおそれが
ある工場の立地
を制限しながら、
一定規模の商業
施設の立地を許
容し、住宅地との
調和を図る。

生活を豊かにす
る商工業施設等
との調和がとれた
住宅地域を目指
す。



座光寺地区 上郷地区

Ａ．商工業エリア Ｂ．調和エリア Ｃ．居住エリア Ｄ．商工業エリア Ｅ．沿線エリア Ｆ．居住エリア

⑤～⑪地区整備計画（案）

建築物等の
用途の制限

建ぺい率、容積率の
最高限度等

建築物の敷地に
関する制限⑦

壁面の位置の制限

建築物等の高さの
最高限度⑨

建築物等の形態
または意匠の制限

垣又は柵の
構造の制限

※地域独自ルールで対応（建築後退ルール検討部会にて検討中）

建築物：15ｍ 建築物：12ｍ 建築物：10ｍ

⑤

最低敷地面積
200m2

最低敷地面積
200m2

※地域独自ルールで対応（建築後退ルール検討部会にて検討中）
⑪
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準工業地域
相当

第一種中高層
住居専用地域
相当

準住居地域
相当

最低敷地面積
200m2（住宅）

建築物：12ｍ 建築物：12ｍ建築物：15ｍ

準工業地域
相当

第一種中高層
住居専用地域
相当

準住居地域
相当

最低敷地面積
200m2

最低敷地面積
200m2

最低敷地面積
200m2（住宅）

※地域独自
ルールで対応

⑧ － －

－ － －

※屋根又は外壁の形態又は意匠をその形状又は材料によって定めた制限であること（建築基準法施行令第136条の２の５）
⑩

※現状のまま（白地地域の制限：建ぺい率 60％ , 容積率 100％）
⑥

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － －

－ － － －



＜上郷地区＞国道153号沿道 特定用途制限地域の指定
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特定用途制限地域の指定により

準工業地域と同等の用途制限

第一種低層
住居専用地域

準工業地域

第一種中高層
住居専用地域

農振農用地

特定用途
制限地域

上郷地域土地利用計画 抜粋



６月

７月

９月

10月

１月

３月

土地利用計画運営委員会に報告

駅周辺エリア検討部会 地区

第１回
・前年度までの検討の経過の確認
・今年度の進め方

・リニア関連事業に係る都市計画の
見直しについて説明

第２回
・将来の方向性に沿った区域設定

・区域ごとの目標、土地利用の方針
等の検討
・建築物の用途制限等の検討

パブリック
コメント

住民

説明会
（市から
説明）

公告・縦覧

地域協議会
諮問

告示・縦覧

第３回
・素案まとめ

都計審(勉強会)

～

住民

説明会
（市から
説明）

パブリック
コメント

リニア地域づ
くり推進会議
幹事会と調整

5/24

地域協議会への諮問案件
及び地区への説明案件の報告

(1) 都市計画道路の変更等
(2) 用途地域の指定・変更
(3) 地区計画の方向性

6/11

５月

6/25

（第４回）
※状況により開催

7/23

8/30

6/22～7/23
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Ｈ30座光寺地区計画の検討スケジュール

飯田市 土地利用計画運営委員会

市都市計画審議会（諮問・答申）

共和、唐沢・宮の前
地区素案たたき台

リニア地域づ
くり推進会議
幹事会と調整

8/27

地域振興会議（地域
協議会への諮問）

9/20,27

10/22

住民

説明会
（市から
説明）

11/14 11/15,21

12/2

12/6

リニア地域づ
くり推進会議
幹事会へ報告

10/18



Ｈ30上郷地区計画の検討スケジュール

土地利用対策特別委員会 まちづくり委員会役員会 地区飯田市

６月

７月

８月

10月

１月

３月

第１回
・前年度までの検討の経過の説明
・今年度の進め方

・リニア関連事業に係る都市計画の
見直しについて説明

・地域協議会への諮問案件及び地
区への説明案件の報告
(1) 都市計画道路の変更
(2) 用途地域・特別用途地区の変更
(3) 地区計画の方向性

北条地区
建物用途

調査

第２回
・北条地区建物用途調査の結果

・北条地区の土地利用と景観のあり
方についての意見交換

地区計画・特定
用途制限地域

委員会たたき台

第４回
・建築物等の用途制限、敷地面積の
最低限度、建築物の高さの最高限
度や形態意匠制限等の検討
・素案まとめ

市都市計画審議会（諮問・答申）

パブ
リック

コメ
ント

住民

説明会
（市から
説明）

公告・縦覧

地域
協議
会

諮問

告示・縦覧

第５回
・まとめ

第３回
・将来の方向性に沿った区域設定

・区域ごとの目標、土地利用の方針
等の検討
・建築物の用途制限等の検討

都計審(勉強会)

～

北条地区
建物用途

調査まとめ

住民

説明会
（市から
説明）

住民

説明会
（市から
説明）

6/4

7/6

6/22,25

8/27
・住民への説明案件の報告
(1) 地区計画（たたき台）
(2) 特定用途制限地域（たたき台）

・地域協議会への諮問及び住民への
説明案件として報告
(1) 地区計画（素案）
(2) 特定用途制限地域（素案）

9/11,13,19
8/6
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10/23 11/8
11/28,12/3,4

10/18



                           
https://www.cstorage.jp/public/G4ZAwAPY0cIA0GkBG8hmDjF2KdSSCLEm5lDU9l0J9S1Z  

都市計画道路 3・4・43 リニア駅前線 

L=約 210m W＝16ｍ 
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恒川官衙遺跡群

⑤宮の前・唐沢・共和
地区（約27.3ha）
⇒「地区計画」

H31.2都決

④北条地区（約16.6ha）
⇒「地区計画」

H30検討

③北条・丹保地区（約12.9ha）
⇒「地区計画」
H31.2都決

②国道153号沿道

⇒「準工業地域＋
特別用途地区」

H30.10都決

1

環境基準との調整が
必要（住居系困難）

■リニア駅周辺・近郊の都市計画の見直し

徒歩圏500m

元善光寺公園

市道五郎田線

第２種

住居地域

第２種

住居地域

第１種

住居地域

第１種

住居地域

第１種低層

住居専用地域

第１種低層

住居専用地域

居住エリア居住エリア

※ 地区計画の「居住エリア」と「商工業エリア」

の区域境界や制限内容等については、今後の
代替地整備計画等と更に調整を図っていく。

準工業地域＋

特別用途地区

準工業地域＋

特別用途地区

⑥国道153号沿道
⇒「用途地域」又は
「特定用途制限地域」

H30検討

⑦上記以外⇒「特定用途制限地域」等 H31検討

リニア駅

居住エリア居住エリア

居住エリア居住エリア

商工業エリア商工業エリア

居住エリア居住エリア

商工業エリア商工業エリア

①整備区域（6.5ha）・
重点協議区域（1.3ha）
⇒「近隣商業地域」

H30.10都決
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